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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年３月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年４月７日 ０４時４３分ごろ 

発生場所 福岡県宗像
むなかた

市沖ノ島東方沖  

 沖ノ島灯台から真方位０７８°１３.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１７.２′ 東経１３０°２１.９′） 

事故の概要 貨物船SKY
スカイ

 GINI
ギ ニ

は、南東進中、また、漁船第一あけぼの丸は、北

西進中、両船が衝突した。 

SKY GINIは、右舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、第一あけぼ

の丸は、左舷船首部ハンドレールに曲損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年４月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 SKY GINI（大韓民国籍）、１,１７８トン 

９００６７８４（ＩＭＯ番号）、M STAR SHIPPING CO.,LTD. 

７２.７０ｍ×１２.００ｍ×７.３０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、１９９０年４月１３日 

Ｂ 漁船 第一あけぼの丸、７５トン 

   １２９６４８、株式会社浜田あけぼの水産 

２７.５０ｍ（Lr）×５.８０ｍ×２.４５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、６１７kＷ、平成３年９月１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ６８歳 

三級航海士免状（大韓民国発給） 

    交付年月日 ２０１５年６月８日 

         （２０２０年７月３１日まで有効） 

航海士Ａ（大韓民国籍） 男性 ６７歳 

一級航海士免状（大韓民国発給） 

    交付年月日 ２０１２年７月２０日 

         （２０１６年１２月３１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６４歳 

四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４９年１０月１８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年６月２６日 
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    免状有効期間満了日 平成３１年８月２３日 

乗組員Ｂ1（インドネシア共和国籍） 男性 ２１歳 

 海技免状等 なし 

乗組員Ｂ2（インドネシア共和国籍） 男性 １９歳 

海技免状等 なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部ハンドレールに曲損等 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南南西、風力 ６ 

海象：波高 約３ｍ 

福岡県には、４月６日１６時１５分に波浪注意報が、２１時３６

分に暴風警報がそれぞれ発表され、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか８人（大韓民国籍２人、インド

ネシア共和国籍１人、ミャンマー連邦共和国籍５人）が乗り組み、

空倉状態で、平成２８年４月６日１６時００分ごろ（現地時刻）福

山港に向けて大韓民国釜山
プ サ ン

港を出港した。 

 Ａ船は、法定灯火を表示し、航海士Ａが、甲板手１人と共に７日

０４時００分ごろから船橋当直に当たり、レーダー１台を３Ｍレン

ジで、もう１台を０.５Ｍレンジで、どちらもコースアップ表示と

し、中心を画面の約１／４後方に移動させて見張りに当たり、沖ノ

島東方沖を約１２５°（真方位、以下同じ。）の針路、約９.８ノッ

ト（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行した。 

航海士Ａは、右舷船首方約１.５ＭにＢ船の白灯１個を認め、Ｂ船

と約０.５Ｍまで接近した後、Ｂ船との通過距離をあけることとして

左舵１０°を取った後、左舵２０°とした。 

Ａ船は、左回頭中、０４時４３分ごろその右舷船首部とＢ船の左

舷船首部とが衝突した。 

船長Ａは、衝撃に気付いて昇橋し、衝突時刻及び衝突場所を確認

した後、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂ、乗組員Ｂ1 及び乗組員Ｂ2 ほか７人が乗り組み、

７日０１時１０分ごろ長崎県対馬近海の漁場に向けて山口県下関市

下関漁港を出港した。 

 船長Ｂは、法定灯火を表示し、出港作業終了後、有資格者を含め

た乗組員２人に船橋当直を任せ、それを引き継ぐ船橋当直に乗組員

Ｂ1及び乗組員Ｂ2が当たるよう指示して仮眠をとった。 

 乗組員Ｂ1及び乗組員Ｂ2は、０４時２５分ごろ昇橋して船橋当直に

当たり、沖ノ島東方沖を約３００°の針路及び約１０knの速力で航

行した。 

乗組員Ｂ1 は、操舵を担当して北西進を続け、乗組員Ｂ2 がレーダ

ーを監視していたところ、ほぼ正船首方５Ｍ付近にＡ船のレーダー
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映像を初認した後、Ａ船がほぼ正船首方３Ｍ付近となったときに、

Ａ船の白灯２個、緑灯及び紅灯を視認した。 

乗組員Ｂ1 は、船長Ｂから、行き会う船舶とは左舷対左舷で通過す

るよう指示されていたので、Ａ船と左舷を対して通過できるように

右転を開始したものの、Ａ船が白灯２個及び緑灯を見せて左転して

いることに気付き、右舵一杯とした。 

Ｂ船は、右回頭中、その左舷船首部とＡ船の右舷船首部とが衝突

した。 

船長Ｂは、衝撃に気付いて飛び起き、衝突時刻及び衝突地点を確

認した後、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ｂ船のＧＰＳプロッター

記録（抜粋）、写真１ Ａ船の電子海図情報表示装置の航跡 参

照） 

 その他の事項 Ａ船は、電子海図情報表示装置の航跡によれば、約１２０°の対

地針路で航行していた。 

Ｂ船は、ＧＰＳプロッターの航跡によれば、約３０３°の対地針

路で航行していた。 

航海士Ａは、日本籍船を含めて約１０年間の乗船経験を有し、Ａ

船には一等航海士として約３年３か月間乗船していた。 

航海士Ａは、右舷船首方にＢ船の白灯１個を認め、その後同白灯

の方位が右方に変わるように見えたので、Ｂ船がＡ船の右舷側を通

過すると思った。 

乗組員Ｂ1 及び乗組員Ｂ2 は、インドネシア共和国からの技能実習

生で、乗組員Ｂ1 が約２年間、乗組員Ｂ2 が約１年間、Ｂ船に乗船し

ていた。 

船長Ｂは、乗組員Ｂ1及び乗組員Ｂ2が、海技免状や締約国資格受有

者承認証を所有していなかったものの、インドネシア共和国の船員

養成学校を卒業していたので、船橋当直を任せられると思ってい

た。 

船長Ｂは、他の船舶と行き会う状況になったら、右転して当該他

の船舶を避けるように指示した後、操舵室の海図机の下方にあるベ

ッドで仮眠をとっていたものの、操船に不安を感じたときなどには

すぐに起こすことを指示していなかった。 

船長Ｂは、乗組員Ｂ1及び乗組員Ｂ2が、英会話ができず、日本語も

得意でなかったものの、同じ国同士ならば２人で会話しながら操船

ができると判断し、船橋当直を任せていた。 

Ｂ船には、船長以外の有資格者が２人乗船していた。 

管轄する運輸局は、船長Ｂに対して、適切な船橋当直を実施して
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いなかったとして戒告処分を行った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ船は、沖ノ島東方沖において南東進中、航海士Ａが、Ｂ船の白

灯１個を認めた後、Ｂ船がＡ船の右舷側を通過する態勢にあるもの

と思い、Ｂ船に対する見張りを適切に行っていなかったことから、

Ｂ船が右転を開始したことに気付かず、Ｂ船との通過距離をあける

つもりで左転し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

航海士Ａは、Ｂ船の白灯を右舷船首方に視認し、その後同白灯の

方位が右方に変わるように見えたので、Ｂ船がＡ船の右舷側を通過

すると思ったものと考えられる。 

Ｂ船は、沖ノ島東方沖において北西進中、船長Ｂから船橋当直を

任せられた無資格の乗組員Ｂ1 が、ほぼ正船首方にＡ船の両舷灯を認

めた際、操舵室内で仮眠をとっていた船長Ｂを起こさなかったこと

から、右舷を対して通過する態勢のＡ船の前路に向けて右転し、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

乗組員Ｂ1 は、船長Ｂから他の船舶と行き会う状況となったら、右

転するように指示を受けていたことから、ほぼ正船首方にＢ船の両

舷灯を認める状況となった際にＡ船と行き会う態勢にあるものと思

い、右転したものと考えられる。 

乗組員Ｂ1 は、風力６の南南西風が吹き、波高約３ｍの波がある状

況下、Ａ船がＢ船のほぼ正船首方に位置する状況となった際、Ａ船

の船首揺れによりＡ船の両舷灯を認めた可能性があると考えられ

る。 

乗組員Ｂ1 がＡ船の灯火を視認した際、船長Ｂを起こすことによ

り、船長ＢがＡ船の方位変化を確認し、適切な避航動作をとった可

能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、沖ノ島東方沖において、風力６の南南西風が吹

き、波高約３ｍの波がある状況下、Ａ船が南東進中、Ｂ船が北西進

中、船長Ｂから船橋当直を任せられた無資格の乗組員Ｂ1 が、ほぼ正

船首方にＡ船の両舷灯を認めた際、操舵室内で仮眠をとっていた船

長Ｂを起こさなかったため、右舷を対して通過する態勢のＡ船の前

路に向けて右転し、また、航海士Ａが、Ｂ船に対する見張りを適切

に行っていなかったため、Ｂ船が右転を開始したことに気付かずに

左転し、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考

えられる。 

 ・無資格者だけに航海当直を任せずに、有資格者を船橋当直につ
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けること。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

拡大図 

 

事故発生場所 

（平成２８年４月７日 ０４時４３分ごろ発生） 

事故発生場所 

（平成２８年４月７日 ０４時４３分ごろ発生） 
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               （プロットは約１分ごと） 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 

写真１ Ａ船の電子海図情報表示装置の航跡 

 

時刻 
船 位※ 

北 緯 東 経 

（時:分:秒） （°-′-″） （°-′-″） 

04:30:53 34-15-53.1 130-23-52.5 

04:31:53 34-15-59.1 130-23-41.6 

04:32:53 34-16-05.0 130-23-30.8 

04:33:54 34-16-11.0 130-23-19.7 

04:34:54 34-16-16.8 130-23-08.8 

04:35:55 34-16-22.8 130-22-57.7 

04:36:56 34-16-28.8 130-22-46.6 

04:37:56 34-16-34.6 130-22-35.8 

04:38:56 34-16-40.6 130-22-25.0 

04:39:56 34-16-46.5 130-22-14.0 

04:40:57 34-16-54.9 130-22-05.4 

04:41:58 34-17-04.0 130-21-57.9 

04:42:58 34-17-13.8 130-21-53.6 

04:43:58 34-17-18.0 130-21-58.1 

04:44:58 34-17-22.4 130-21-55.4 

04:45:59 34-17-25.5 130-21-57.5 

04:46:59 34-17-29.8 130-22-00.0 

付表１ Ｂ船のＧＰＳプロッター記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


